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１３５－００３３

特定非営利活動法人の所在地
東京都江東区深川二丁目４番１１ 号
一ツ橋印刷株式会社学会事務センター

１，ＩＤ，ｏｌ

　　　　　

特 定非営利 活動法人の名 称

　　　　　　　

特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会
代 表 者 氏 名

　　

浅海

　

淳一
電

　

話

　

番

　

号 ０３－５６２０－１９５３
ファクシミリ番 号

　　

０３－５６２０－１９６０

定款の変更の認証に係る閲覧書類提出書

　

定款の変更の認証を受けたので、特定非営利活動促進法施行条例第３ 条の３第２ 項の
規定により、 下記のとおり閲 覧の用 に供する書類を提出 します。

１

　

変更の認証に係 る 変更後の 定款

（日本 工業規格Ａ列４番）



　　

３１生都管特第９８２号

　

．令 和 元 年 ９ 月

　

２

　

７

　

日

証

　　　　　　

書認

法人所在地

　　　

東京都江東区深川二丁目４番１１号

一ツ橋印刷株式会社学会事務センター

法

　

人

　

名

　　　

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会

代表者氏名

　　　

浅海

　

淳一

令和元年７月，２６日付けで申請のあった定款変更については、 特定非営利活動促進法

第２５条第５項において準用する法第１２条第１項の規定に基づき、 認証します。

東京都知事

　　

小池

　

百



特定非営利活動法人日本歯科放射線学会

　

定款

新旧対照表

（新） （旧）

（入会金及び会費の不返還）

第１２条

　

既に納入した入会金及び会費は、これを

返還しない。

（拠出金品の不返還）

第１２条

　

既に納入した入会金、会費及びその他の

拠出金品は、 これを返還しない。

・（種別及び定数）

第１３条

　

この法人に次の役員を置く。

（１） 理

　

事

　

３０人以上３５人以下

（２） 監

　

事

　

１人以上２人以下

２

　

理事のうち、 理事長及び副理事長、 学術大会会

長、次期学術大会会長、秋季学術大会会長及び次期

秋季学術大会会長をそれぞれ １人置き、 常任理事

を数名置く。

（種別及び定数）

第１３条

　

この法人に次の役員を置く。

（１） 理

　

事

　

３０人以上３５人以下

（２） 監

　

事

　

１人以上２人以下

２

　

理事のうち、 理事長及び副理事長、 学術大会会

長、次期学術大会会長、臨床画像大会会長及び次期

臨床画像大会会長をそれぞれ １人置き、 常任理事

を数名置く。

（選任等）

第１４条

　

理事は、正会員の中から、代議員の投票

により選出する。

２

　

理事長は、 理事の互選により、 理事会で選任す

る。

３

　

副理事長及び常任理事は、 理事長が理事の中か

ら指名する。

４

　

学術大会会長、 次期学術大会会長、 秋季学術大

会会長及び次期秋季学術大会会長は、理事会で選任

する。

５

　

役員のうちには、それぞれの役員について、 そ

の配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超え

て含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親

等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含

まれることになってはならない。

６

　

法第２０条各号のいずれかに該当するものは、

この法人の役員になることができない。

７

　

監事は、 正会員の中から理事会で推挙し、 総会

で選任する。

８

　

監事は、 理事又はこの法人の職員を兼ねること

ができない。

（選任等）

第１４条

　

理事は、正会員の中から、代議員の投票

により選出するｄ

２

　

理事長は、
．理事の互選により、 理事会で選任す

る。

３

　

副理事長及び常任理事は、 理事長が理事の中か

ら指名する。

４

　

学術大会会長、 次期学術大会会長、 臨床画像大

会会長及び次期臨床画像大会会長は、理事会で選任

する。

　　

・

５

　

役員のうちには、 それぞれの役員について、 そ

の配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超え

て含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親

等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含

まれることになってはならない。

６

　

法第２０条各号のいずれかに該当するものは、

この法人の役員になることができない。

７

　

監事は、 正会員の中から理事会で推挙し、 総会

で選任する。

８

　

監事は、 理事又はこの法人の職員を兼ねること

ができない。

（職務）

第１５条

　

理事長は、この法人を代表し、会務を掌

理する。

２

　

理事長以外の理事は、 法人の業務について、 こ

（職務）

第１５条・理事長は、この法人を代表し、会務を掌

理する。

２

　

理事長は、 会務の執行のため、 理事会の議を経

て、常任理事による常任理事会を諮問機関として設

置する。

３

　

副理事長は、 理事長を補佐し、 理事長に事故が

あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代

の法人を代表しない。

３

　

理事長は、 会務の執行のため、 理事会の議を経

て、常任理事による常任理事会を諮問機関として設

置する。

‘
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（ 惑 撮 梱 ）

油 － の 浄

　

糠 隷 汁 珍 珍 印 ′ 野 醤 僚 隷 汁 珍 妙 印 ′ 翼 餅

糠 獣 汁 珍 妙 印 浮 雲 野 漉 糞 煉 僚 隷 汁 珍 珍 印 奨 学 Ｓ 遊

廊 Ｓ 簿 潰 貢 Ｎ 揃 ｒ 瀦 飛 僻 ｒき 冊 Ｓ 糾 宣 誹 珍 漆 器

羅 ６ 洋 々 漉 糾 審 議 珍 Ｓ 泰 譜 累 県 ｄ 斗 が ｏ

　

神 前

′

　

朝 東 鉢 欝 雫 欝 ラ ｏ

Ｎ

　

糠 隷 汁 珍 妙 印 ′

　

野 遮 非 嘉 汁 珍 妙 印 ′

　

糞 餅 僚 嘉 汁

珍 珍 印 ※ 咳 野 遮 蔓 併 柾 嘉 》 珍 妙 印 Ｓ 南 遺 鉢 ー 冊 ～

「 ′ 瀦 串 欲 さ 浄 留 Ｓ 糾 宣 諺 珍 泰 譜 羅 Ｇ 野 醤 糾 喜 謝

珍 Ｓ 瀞 譜 羅 州 ｄ 代 斗 が ｏ

　

県 ′

　

朝 酔 鉢 欝 キ 舜 ｏ

” 当 載 滋 Ｓ 浅 科 丙 ふ し げ び 噛 ′

　

瞬 掛 軸 諺 珍 ｄ 純 惑

斗 が 浄 ｓ ′ 感 串 Ｓ 翻 珊 効 隣 酔 欲 さ べ 祷 ～ 締 め 容 疑

戸 柵 勢 ｄ 碍 浮 び き 串 遮 Ｓ 滑 ｍ 献 納 き Ｓ 沸 珍 物 泰

許 斗 が 県 ｄ ′

　

Ｓ 串 遭 秘 密 印 斗 が ” 代 物 ｄ 畔 が ｏ

を 撃 歳 対 が Ｗ が Ｓ ｄ ′

　

ー 冊 穴 ー 回 器 蔵 斗 が ｏ

一

　

癖 惑 嫡 珊 鉢 ′ 潤 蝿 珍 Ｓ 獣 洲 報 謝 耐 泊 轟 六 斗 が

３ ′

　

泰 串 嫡 螺 珍 中 線 弼 「 ′

　

錨 珊 珍 Ｓ 係 富 端 斗 か

の

　

猶 蝿 鉢 臓 砦 珍 軸 蕗 弼 「 ′

　

帯 今 ′ 糾 弾 浮 雲 謬 珍 に

鉢 縄 珊 珍 Ｓ 獣 滞 貢 納 僻 ノ 臼 Ｓ 琳 ＞ Ｓ ※ 潮 樟 磐 請 斗

ぴ ０
Ｏ

　

瞬 珊 鉢 ′

　

野 六 菰 ； が 鵡 淋 酎 が ｝

（ － ） 纏 珊 Ｓ ※ 灘 讐 哉 Ｓ 弄 蕩 中 隊 耐 斗 が 臼

（ Ｎ ） 臼 Ｓ 餅 ＞ Ｓ 翠 獄 Ｓ 弗 薗 申 孫 歎 斗 が 目 代

（ Ｗ ） 獣 Ｎ 叩 Ｓ 満 締 丙 汁 が 聴 峨 Ｓ 講 擢 ′ 日 Ｓ 許 ＞ Ｓ

※ 潮 Ｘ 鉢 響 獄 者 園 「 榊 Ｓ が 泌 Ｘ 鉢 落 命 端 「 〈 鉢

碍 饗 穴 瀞 知 斗 が 糾 汁 轄 珊 洲 物 尊 び 目 代 軸 灘 超 沖

師 ゆ 言 辞 ′

　

” き 軸 謬 珍 Ｘ 鉢 導 淋 軒 穴 難 瞭 斗 ぴ ｈ

（ ぬ ） 獣 中 Ｓ 常 軒 端 斗 が 対 伊 ＆ 贈 物 帯 び 諦 め 丙 鉢 ′

夢 珍 Ｓ 請 藩 中 斗 が 目 代 ・

（ 明 ） 臓 珊 Ｓ ※ 欝 磐 一 Ｓ 弄 蕩 ド 鉢 臼 Ｓ 琳 ＞ Ｓ 響 轍 Ｓ

弗 蔀 丙 Ｊ ぐ ノ ベ ′ 臓 蝿 丙 郊 遍 軸 悌 ぇ ′ 淋 ｒ へ 巽 嫡 螺 珍

Ｓ 詰 瀞 軸 課 鈴 斗 が 目 代

ぬ

　

聖 園 珊 瑚 翼 ′

　

麟 蝿 印 中 裁 許 ｒ

　

醗 蝿 印 丙 蝿 ※ 蔓

泳 が ～ 碑 Ｘ 鉢 樹 珊 印 効 ； 伴 畔 翼 ‘ Ｓ 難 灘 中 津

義 斗 か

び

　

糠 隷 汁 珍 珍 印 翼 ′

　

柾 隷 沖 珍 中 州 船 「 ′

　

罫 遭 糠 獣

汁 珍 妙 印 岡 野 帝 滞 Ｓ 糠 宗 汁 珍 Ｓ 樵 隷 対 斗 ぴ ｏ

　

舜 討 ′

糠 談 汁 珍 代 井 島 輩 ※ 畿 券 母 穴 園 斗 ぴ 斗 ぇ べ ．Ｓ 柾

薪 ・ 器 洲 穴 圏 斗 が 撃 洲 激 端 ・ 豊 都 軸 ホ が Ｓ ｄ ′

　

－

輸 六 － 回 囲 蔽 斗 が ｏ

の

　

翼 桝 糠 獣 汁 珍 妙 中 鉢 蔓 桝 柾 隷 汁 珍 軸 冊 冊 ぐ ′

　

発

漆 蔓 餅 母 詐 汁 珍 職 印 鉢 ′ 罫 冊 網 Ｓ 美 榔 柾 隷 汁 珍 Ｓ 係

隷 軸 斗 ぴ ｏ 舜 涜 ′ ※ 僻 糠 詐 汁 珍 代 鉢 ′ 柾 隷 汁 珍 軸 務

珊 「 べ 隊 牽 鉢 響 鄭 糠 Ｓ 糠 宗 ・ 罫 洲 Ｓ 撃 諦 潔 酬 ・ 豊 都

（ 惑 遭 嫌 ）

溶 － ① 券

　

惟 誹 汁 珍 珍 印 ′ 野 遺 憾 隷 汁 珍 珍 印 ′

　

器 洲

回 嚇 汁 妙 珍 印 ※ 労 醤 諦 洲 回 癖 汁 珍 珍 印 奨 学 Ｓ 飛

脚 Ｓ 猷 避 鉢 Ｎ 冊 代 「 ′ 隣 串 僻 さ 浄 椅 Ｓ 糾 畜 謬 珍 漆 器

扉 汁 ６ 洋 々 避 柵 畜 謬 珍 Ｓ 漆 器 藁 冊 ｄ 斗 が ｏ

　

浄 請

「 ′

　

朝 酔 鉢 滞 キ 舜 ラ ｏ

Ｎ

　

俳 詐 汁 珍 珍 印 ′

　

奔 漉 憾 隷 汁 珍 妙 印 ′

　

罫 冊 回 癖 汁

珍 珍 中 津 野 漉 罰 冊 図 嚇 汁 珍 珍 印 Ｓ 酔 漉 鉢 ー 冊

ｒ 灘 酔 僻 さ 冊 Ｓ 締 宣 謬 珍 泰 譜 署 汁 ６ 野 濃 締 宣 誹

珍 Ｓ 泰 講 尋 県 ｄ 斗 が ｏ

　

鼎 ′

　

朝 串 鉢 欝 キ 韓 ｏ

ｗ

　

当 聯 滋 Ｓ 浅 科 穴 も し け が 噛 ′ 瞬 珊 酎 謬 珍 ｄ 隣 講

斗 が ８ ′ 感 惑 Ｓ 孫 費 蔓 隣 束 僻 さ バ ラ 舜 諦 め 穴 矯

戸 糾 弾 ｄ 柵 ｓ が き 酔 撞 Ｓ 滑 ｍ 凍 却 き Ｓ 謬 珍 勤 務

譜 斗 が 州 ｄ ′

　

Ｓ 惑 醤 中 富 郷 斗 が ” 代 物 ｄ 仰 が ０

が 斗 か

ぬ

　

糠 談 汁 珍 妙 印 巽 ′

　

糠 蔀 汁 珍 酎 冊 冊 「 ′

　

野 避 糠 蔀

汁 珍 妙 中 鉢 野 冊 濡 Ｓ 糠 嘉 井 珍 Ｓ 孫 家 甲 斗 が ｏ

　

舜 舘 ′

糠 隷 汁 珍 鉢 隊 牽 捧 疑 券 柾 者 囲 斗 が 斗 入 べ Ｓ 柾

嘉 ・ 鰯 累 六 囲 斗 が 撃 滑 離 州 ・ 豊 夢 中 輩 ぴ が Ｓ ｄ ′

　

ー

榊 丙 ー 回 避 蔽 斗 ぴ ｏ

鎖

　

鰯 署 国 籍 汁 珍 妙 油 鉢 器 洲 回 嚇 汁 粉 碍 母 船 「 ノ

　

野

醤 鰯 署 国 燕 汁 珍 妙 中 鉢 ′ 野 帝 蹄 Ｓ 鰯 累 図 瞭 汁 珍 Ｓ 樵

嘉 酎 斗 が ｏ 鈴 沸 ′ 溺 洲 回 燕 汁 珍 代 鉢 ′ 隊 載 ※ 欝 憲 僻

め 塚 Ｓ 丑 ｄ 回 癖 砂 竪 柾 軸 丑 ｅ 「 沖 母 談 ・ 器 嘉 Ｓ 撃

洲 離 州 ・ 塾 誹 ケ 跨 熱 望 豪 州 が が Ｓ ｄ ′ 僚 隷 汁 珍 代

井 堰 ＃ が 覗 還 穴 ー 冊 穴 ー 回 醍 蔵 斗 が ｏ

の

　

寒 中 滋 珊 鉢 ノ 纏 螺 珍 Ｓ 獣 綱 端 識 軸 泊 爺 丙 斗 が 神

ｓ ′

　

寒 中 樹 珊 珍 軸 燕 瀞 「 ′

　

樹 蝿 妙 Ｓ 鎌 家 中 斗 か

ｑ

　

灘 蝿 鉢 摘 珊 珍 対 繍 欝 ｒ

　

帯 命 ′

　

刊 弊 ※ 咳 沸 珍 ド

鉢 嫡 蝿 珍 Ｓ 獣 幕 内 鰭 ↓ 〆 ” Ｓ 藷 ＞ Ｓ 淋 緋 轡 磐 諦 斗

が ｏ

　　　

◆

の

　

瞬 珊 鉢 ′

　

野 内 肺 尋 が 聾 灘 帝 哉 ｏ

（ － ） 嫡 嬬 Ｓ 米 潮 磐 輔 Ｓ 非 薗 鮮 瞬 鰯 斗 が 白

（ Ｎ ） 戸 Ｓ 滞 ＞ Ｓ 翠 獄 Ｓ 弄 誌 軸 鞭 鰯 斗 が 目 代

（ Ｗ ） 当 Ｎ 叩 Ｓ 浅 科 留 針 ぴ 卵 鰯 Ｓ 講 細 ′ ” Ｓ 琳 ＞ Ｓ

※ 灘 Ｘ 鉢 翠 獄 者 濫 榊 Ｓ 訪 激 Ｘ 高 藷 今 端 「 〈 翼

締 弾 丙 僻 知 斗 が 闘 汁 舜 珊 柵 蔓 尊 び 臼 ～ 軸 綴 遍 「 浄

諦 め 丙 鉢 ノ

　

” き 軸 謬 珍 Ｘ 巽 軸 鰍 穴 難 癖 斗 が ” 代

（ ぬ ） 獣 中 Ｓ 繋 軒 州 斗 が ８ 豪 増 蔓 浄 が 肺 珍 穴 鉢 ′

謬 珍 Ｓ 結 納 酎 斗 が ”

（ ｍ ） 灘 費 Ｓ ※ 欝 曇 載 Ｓ 弄 甑 Ｘ Ｒ Ｈ Ｓ 滞 ＞ Ｓ 翠 獄 Ｓ

非 艶 丙 Ｊ 夕 べ ′ 纏 珊 穴 軸 遍 酎 餅 九 ′ ポ 「 へ 巽 摘 蝿 珍

Ｓ 詰 淋 酎 琳 浄 斗 ぴ 目 代



も

４

　

補欠のため、 又は増員によつて就任した役員の

任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任

期間とする。

５

　

役員は、 辞任又は任期満了後においても、 後任

者が就任するまでは、その職務を行わなければなら

えまし・。

６

　

前５項に関し必要な事項は、 総会の議決を経

て、 理事長が別に定めるｏ

４

　

補欠のため、 又は増員によって就任した役員の

任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任

期間とする。

５

　

役員は、 辞任又は任期満了後においても、 後任

者が就任するまでは、その職務を行わなければなら

なし・。

６

　

前５項に関し必要な事項は、 総会の議決を経

て、 理事長が別に定める。

（解任）

第１８条

　

役員が次の各号の一に該当するに至っ

たときは、学術大会会長、次期学術大会会長、秋季

学術大会会長及び次期秋季学術大会会長は理事会

において、 その他の理事及び監事は総会において、

それぞれ出席者総数の３分の２以上の議決により、

これを解任することができる。この場合、その役員

に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければな

らない。

（１）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと

認められるとき

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわし

くない行為があったとき

（解任）

第１８条

　

役員が次の各号の一に該当するに至っ

たときは、学術大会会長、次期学術大会会長、臨床

画像大会会長及び次期臨床画像大会会長は理事会

において、 その他の理事及び監事は総会において、

それぞれ出席者総数の３分の２以上の議決により、

これを解任することができる。この場合、その役員

に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければな

らない。

（１）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと

認められるとき

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわし

くない行為があったとき

（権能）

第２５条

　

総会は、 以下の事項について議決する。

（１） 定款の変更

（２） 解散

（３） 合併

（４） 会員の除名

（５） 入会金及び会費の額

（６）監事の選任、学術大会会長、次期学術大会会

長、秋季学術大会会長及び次期秋季学術大会会長以

外の役員の解任、職務及び報酬

（７） 事業報告及び決算

（８） その他運営に関する重要事項

２

　

理事会は、 この定款に別に定める事項のほか、

次の事項について議決する。

（１） 総会に付すべき事項

（２） 総会の議決した事項の執行に関する事項

（３） その他この法人の運営に関する必要な事項

（権能）

第２５条

　

総会は、 以下の事項について議決する。
（１） 定款の変更

（２） 解散

（３） 合併

（４） 会員の除名

（５） 入会金及び会費の額

（６）監事の選任、学術大会会長、次期学術大会会

長、臨床画像大会会長及び次期臨床画像大会会長以

外の役員の解任、職務及び報酬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

（７） 事業報告及び収支決算

（８） その他運営に関する重要事項

２

　

理事会は、 この定款に別に定める事項のほか、

次の事項について議決する。

（１） 総会に付すべき事項

（２） 総会の議決した事項の執行に関する事項

（３） その他この法人の運営に関する必要な事項

（開催）

第２６条

　

定例総会は、 毎年１回開催する。

２

　

臨時総会は、 次の各号の一に該当する場合に開

催する。

（１）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき

（２）正会員総数の５分の１以上から会議の目的で

（開催）

第２６条

　

定例総会は、 毎年１回開催する。

２

　

臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開

催する。

（１）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき

（２）正会員総数の５分の１以上から会議の目的で



（ 州 落 謙 黛 ）

油 Ｗ Ｎ 浄

　

謬 珍 穴 討 尋 が 榊 珍 廊 ※ 樹 珊 珍 丙 涼 耳

が 嫡 珊 （ 喪 「 蔽 欝 廟 」 代 ～ ゞ ） Ｓ 珊 緊 燕 鉢 ′ 穏

櫓 舜 ぴ が Ｓ 代 斗 が ｏ

Ｎ

　

を 増 碍 繭 欝 嫡 掛 Ｓ 浄 Ｓ 珍 獣 穴 昔 濡 ｄ 畔 舜 ラ 謙

欝 脚 詳 ′ 浮 び レ ロ ３ 懲 哲 僻 さ 沖 掛 満 六 Ｊ ぐ ノ ベ 噌 酎 Ｘ

鉢 酬 蒙 罫 対 講 中 が ◇ べ 州 幕 斗 が 臼 効 ｄ 仰 が ｏ

　

県

浄 ′ 謬 珍 穴 討 ぐ ノ ベ 脅 ′ 声 Ｓ 萩 鴻 加 秘 力 樹 ＞ 代 べ 端

滞 軸 州 献 斗 が ” ～ 効 ｄ 砕 か

Ｓ 代 夢 帰 斗 ０

繕 離 洲 対 当 希 斗 ぴ 叩 Ｓ 酔 加 護 珍 Ｓ 非 琳 蔓 浄 ０ が

鴎 蒙 罫 副 樽 胃 ６ 回 軸 Ｓ 啄 如 酬 洲 帝 「 ～ 僻 鉢 ′ 服

ぐ ノ ベ 離 洲 「 沖 姉 吟 行 討 ぐ ノ ベ ′ 冨 珍 卿 勝 脚 効 噌 酬 Ｘ 鉢

（ 緋 幣 ）

瀞 の ー 浄

　

珍 獣 穴 渋 ； ぴ 誹 幣 蝿 曲 鉢 ′ 癌 Ｎ 一 券 癌 Ｗ

満 ３ 遂 糾 丙 ◇ べ 浮 び 亨 ［ ８ 懲 箸 ｒ 珊 逝 代 斗 が ｏ

Ｎ

　

珍 獣 Ｓ 謝 砦 鉢 ′

　

” Ｓ 糾 弾 丙 聖 丙 締 尊 び が Ｓ Ｓ 両

／ 謬 珍 丙 討 ぐ ノ ベ 鉢 圧 嘉 「 榊 秒 加 Ｘ 詳 灘 蝿 珍 穴 醤

ぐ ノ ベ 鉢 摘 蝿 Ｓ 偉 米 轡 酎 が ０ ベ 索 「 ′ 叫 琳 副 蜂 Ｓ 代 帖

鉢 ′

　

緋 郷 Ｓ 寿 斗 が 代 官 内 汁 が ｏ

ｗ

　

樹 蝿 Ｘ 寓 目 珍 卿 蔓 ′ 謬 珍 Ｓ ｍ 隷 ｄ 浄 が 蝿 曲 丙 Ｊ

（ 譜 縁 ）

油 Ｎ 一 掃

　

獣 券 溶 Ｎ 満 油 の 叩 Ｓ 肺 珍 中 部 帖 ′

　

珍 獣

鉢 ′

　

纏 蝿 即 効 詰 縁 斗 が ｏ

Ｎ

　

摘 珊 瑚 鉢 ′

　

当 券 搬 Ｎ 頗 油 － 中 津 噴 油 Ｎ 叩 Ｓ 浅 間

丙 が 講 浄 物 浄 ◇ 静 代 帖 翼 ′ Ｓ ｍ サ ザ の ｏ ｍ 喪 》

丙 罫 尋 諏 珍 対 語 淋 ｒ 舜 ； き 鈍 弄 び ＃ ０ 冊 沖 ′ 部 寿

油 Ｗ 満 搬 Ｎ 柳 津 咳 瀞 の 叩 Ｓ 遂 糾 丙 汁 ６ 琳 糸 蔓 浄 ０

畔 碑 ′ Ｓ ｍ 亨 が － ｏ ｍ 妥 暑 冗 錨 珊 珍 申 請 瀞 「

＃ ； き 縄 ＃ が 韓 ラ ｏ

” 珍 獣 申 請 漁 斗 が 代 畔 鉢 ′ 珍 獣 Ｓ ｍ 羅 ′

　

師 導 ※

皿 浄 軸 副 捧 「 浄 州 酬 Ｘ 鉢 酬 戴 浄 対 滞 対 伊 ０ べ ′ 寺 軸

へ 代 げ び ｍ 当 軒 ｄ 穴 懲 哲 舜 写 さ 鈍 弾 が 軸 ｏ

泳 が 珊 戴 酎 副 曇 「 噌 酬 軸 が ０ べ 消 藩 Ｓ 謬 糸 物 納

０ 畔

（ Ｗ ） 搬 ー 帆 淋 油 の 輝 搬 ぬ 叩 Ｓ 溢 締 穴 跡 ラ ベ ′ 瞬

蝿 物 譜 漁 斗 が 代 畔

” 灘 蝿 珍 鉢 ′

　

野 Ｓ 聯 叩 Ｓ ー 穴 繋 脹 斗 が 諦 め 丙 濫 蔽

斗 が ｏ
（ ー ） 摘 蝿 即 効 ＆ 咽 ～ 謎 ｓ 代 畔

・ （ Ｎ ） 灘 蝿 謝 聡 Ｓ Ｗ め Ｓ ー 妥 ｈ し が 珍 獣 Ｓ 皿 茅 浄

ぴ 珊 満 蒔 報 べ 請 納 Ｓ 講 浄 効 耕 ０ 神 代 畔

（ Ｗ ） 滋 ー ｍ 券 油 の 満 溶 帆 叩 Ｓ 遂 締 丙 繕 ↓ ラ ベ ′ 卵

紐 ひ し が 譜 藩 Ｓ 講 為 効 浄 ０ 淋 代 畔

（ 州 藩 蔽 梱 ）

油 Ｗ Ｎ 淋

　

講 珍 内 討 尋 が Ｈ 珍 加 ※ 纏 珊 珍 穴 哉 ；

が 樹 蝿 （ 更 オ 「 燕 靴 脚 」 代 ぴ ｏ

　

） Ｓ 端 帯 謙 井 ′ 穏

櫓 ＃ ぴ が Ｓ 代 斗 が ｏ

Ｎ

　

を 増 酎 輔 舜 ラ 潤 掛 Ｓ ｓ 珍 獣 穴 圧 濡 ｄ 畔 鈴 ラ 燕

港 卿 巽 ′ 浄 伊 し α ｓ 醜 筈 欲 さ 浮 珊 愚 行 Ｊ ぐ ノ ベ 麟 酬 軸

が ０ べ 酬 堵 斗 が 目 代 効 ｄ 叫 び ｏ 冊 沖 ′ 謬 珍 客 渋 ～ ベ

鉢 ′ き Ｓ 蔽 瀞 卿 中 津 樹 ＞ べ 州 寿 中 州 南 斗 が 目 代

執 ｄ 伸 び ０

（ 隊 滞 ）

油 Ｗ ー 券

　

珍 獣 召 請 ； が 獣 帯 蝿 満 岡 ′ 珊 Ｎ 一 ＊ 搬 Ｗ

満 Ｓ 遂 禰 穴 汁 Ｊ べ 浮 び ソ ロ ８ 懲 哲 沖 蝿 満 代 斗 が ｏ

Ｎ

　

珍 獣 Ｓ 獣 蝿 鉢 ′

　

” Ｓ 碍 弊 貫 き 丙 糾 浮 び が Ｓ Ｓ 師

夢 ′ 謬 勝 丙 笛 ぐ ノ ベ 弾 圧 諦 Ｈ 珍 加 Ｘ 鉢 髄 蝿 珍 丙 渋

ぐ ノ ベ 鉢 鑓 掛 Ｓ 濠 米 糠 軸 が ◇ べ 幣 「 ′ 型 酬 国 轡 Ｓ 代 帖

鉢 ′

　

謙 郡 Ｓ 滞 斗 ぴ 代 目 丙 汁 が ｏ

（ 謝 鴻 ）

油 Ｎ 一 浄

　

当 浄 溶 Ｎ 満 獅 Ｗ 叩 Ｓ 肺 ゆ 軸 那 畔 ′

　

珍 獣

鉢 ′

　

嫡 珊 瑚 効 甜 漁 斗 が ｏ

Ｎ

　

嫡 珊 印 ＃ ′

　

当 券 癖 Ｎ 愚 獅 ー 中 津 滋 Ｎ 中 Ｓ 浅 科

丙 が 講 浄 勃 浄 ０ 僻 鉢 ′ Ｓ ｍ 夢 の ｏ ｍ 妥 卦

穴 誘 導 灘 珍 酎 詰 藩 「 舜 尋 き 疏 ＃ が 舜 勺 Ｑ 県 静 ′ 当 浄

溶 Ｗ 湿 獅 Ｎ 中 津 油 の 中 Ｓ 淫 糾 穴 Ｇ 講 発 効 浄 ０

神 代 畔 貢 ′ Ｓ ｍ し ー ｏ ｍ 妥 》 冗 臓 珊 珍 耐 請 滞 「

対 立 き 輔 韓 が 舜 ｏ

の

　

珍 獣 申 請 納 斗 が 代 僻 鉢 ′ 珍 獣 Ｓ ｍ 零 ′

　

肺 響 浮 雲

ｍ 隷 酎 副 蜂 唖 回 申 が ０ ベ ノ 守 対 へ 代 が 帆 ｍ 当 県

ｄ 丙 嵐 筈 「 対 三 き 耀 軸 が ＃ ｏ

浄 が 蝿 満 酎 副 曇 ｒ 沖 職 回 申 が ０ べ 消 締 Ｓ 講 浄 効 浄

０ 代 僻

（ Ｗ ） ： 紳 － 切 浄 寝 の 濠 溶 い 叩 Ｓ 浅 科 内 縁 ぐ ノ ベ ′ 岬

蝿 蔓 詰 掃 斗 が 代 帖

” 纏 冊 珍 鉢 ′

　

発 Ｓ 競 中 Ｓ ー 丙 繋 服 斗 が 灘 吟 行 澱 蔵

斗 か び

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

・

（ － ） 樹 蝿 即 効 長 贈 代 醍 Ｓ 僻

（ Ｎ ） 錨 珊 沸 洋 Ｓ Ｗ め Ｓ

　

ー 妥 ｈ 夢 が 珍 獣 Ｓ ｍ 番 討

が 曙 満 酎 洲 べ 結 滞 Ｓ 講 浄 勤 浄 ０ 神 僻

（ 鱒 ） 油 ー 帆 浄 油 の 満 油 帆 叩 Ｓ 浅 間 芥 桝 ラ ベ ′ 孫

蝿 夢 が 請 漁 Ｓ 歌 発 効 伊 ０ 静 代 畔



３

　

前項の規定により表決した構成員は、 前２条、

次条第１項及び第４５条の適用については、総会又

は理事会に出席したものとみなす。

４

　

会議の議決について、 特別の利害関係を有する

構成員は、 その議事の議決に加わることができな

し、。

３

　

前項の規定により表決した構成員は、 前２条、

次条第１項及び第４５条の適用については、総会又

は理事会に出席したものとみなす。

４

　

会議の議決について、 特別の利害関係を有する

構成員は、 その議事の議決に加わることができな

し、。

（議事録）

第３３条

　

会議の議事については、次の事項を記載

した議事録を作成しなければならない。

（１） 日時及び場所

（２）構成員総数及び出席者数（書面若しくは電磁

的方法による表決者又は表決委任者がある場合に

あっては、 その数を付記すること。）

（３）審議事項

（４） 議事の経過の概要及び議決の結果

（５） 議事録署名人の選任に関する事項

２

　

議事録には、 議長及びその会議において選任さ

れた議事録署名人２人が記名押印又は署名した上、

この議事録をこの法人の事務所において５年間備

え置く。

３

　

前２項の規定にかかわらず、，正会員全員が書面

（議事録）

第３３条

　

会議の議事については、次の事項を記載

した議事録を作成しなければならない。

（１） 日時及び場所

（２）構成員総数及び出席者数（書面表決者又は表

決委任者がある場合にあっては、その数を付記する

こと。）

（３） 審議事項

（４） 議事の経過の概要及び議決の結果

（５） 議事録署名人の選任に関する事項

２

　

議事録には、 議長及びその会議において選任さ

れた議事録署名人２人が記名押印又は署名した上、

この議事録をこの法人の事務所において５年間備

え置く。

又は電磁的方法による同意の意思表示をしたこと

により、総会の決議があったものとみなされた場合

においては、次の事項を記載した議事録を作成しな

ければならない。

（１）総会の決議があったものとみなされた事項の

内容

（２） 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

（３）総会の決議があったものとみなされた日及び

正会員総数

（４） 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

（資産の構成）

第３４条

　

この法人の資産は、次の各号に掲げるも

のをもって構成する。

（１） 財産目録に記載された資産

（２） 入会金及び会費

（３） 寄付金品

（４） 財産から生じる収益

（５） 事業に伴う収益

（６） その他の収益

（資産の構成）

第３４条

　

この法人の資産は、次の各号に掲げるも

のをもって構成する。

（１） 財産目録に記載された資産

（２） 入会金及び会費

（３） 寄付金品

（４） 財産から生じる収入

（５） 事業に伴う収入

（６） その他の収入

（事業計画及び予算）

第３９条

　

この法人の事業計画及びこれに伴う予

算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の

承認を得なければならない。

（事業計画及び予算）

第３９条

　

この法人の事業計画及びこれに伴う収

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐
支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事

会の承認を得なければならない。



（暫定予算）

第４０条

　

前条の規定にかかわらず、やむを得ない

（予備費の設定及び使用）

第４０条

　

予算超過又は予算外の支出に充てるた

理由により予算が成立しないときは、理事長は、理 め、 予算の中に予備費を設けることができる。

２

　

予備費を使用するときは 理事会の議決を経な事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の

予算に準じ収益費用を講じることができる。 ければならない。ただし、次の総会に報告すること

２

　

前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益 とする。

費用とみなす。，

、（事業報告及び決算）

第４２条

　

この法人の事業報告書、活動計算書、貸

借対照表及び財産日録等の決算に関する書類は、毎

事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事

の監査を受け、理事会の議を経て、総会の議決を得

なければならない。

２

　

決算上剰余金を生じたときは、 次事業年度に繰

り越すものとする。

（事業報告及び決算）

第４２条

　

この法人の事業報告書、収支計算書、貸

借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎

事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事

の監査を受け、理事会の議を経て、総会の議決を得

なければならない。

２

　

決算上剰余金を生じたときは、 次事業年度に繰

り越すものとする。

（定款の変更）

第４５条

　

この法人が定款を変更しようとすると

きは、総会に出席した正会員の４分の３以上の議決

を経、かつ、法第２５条第３項に規定する事項につ

いては、 所轄庁の認証を得なければならない。

２

　

この法人が定款を変更 （前項の規定により所轄

（定款の変更）

第４５条

　

この法人が定款を変更しようとすると

きは、総会に出席した正会員の４分の３以上の議決

を経、かつ、法第２５条第３項に規定する軽微な事

項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

庁の認証を得なければならない事項を除く。）した

ときは、 所轄庁に届け出なければならない

（解散）

第４６条

　

この法人は、次に掲げる事由により解散

する。

（１） 総会の決議

（２）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功

の不能

（３） 正会員の欠亡

（４） 合併

（５） 破産手続開始の決定

　

‐

（６） 所轄庁による認証の取消し

２

　

前項第１号の事由によりこの法人が解散すると

きは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なけれ

ばならない。

３

　

第１項第２号の事由により解散するときは、 所

轄庁の認定を得なければならない。

（解散）

第４６条

　

この法人は、次に掲げる事由により解散

す る。

　　　　　　　　　　　　　　

－

（１） 総会の決議

（２）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功

の不能

（３） 正会員の欠亡

（４） 合併

（５） 破産

（・６） 所轄庁による認証の取消し

２

　

前項第１号の事由によりこの法人が解散すると

きは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なけれ

ばならない。

３

　

第１項第２号の事由により解散するときは、 所

轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）

第４７条

　

この法人が解散（合併又は破産手続開始

の決定による解散を除く。）したときに残存する財

産は、法第１１条第３項に規定する法人のうちから

総会において議決したものに譲渡する。

（残余財産の帰属）

第４７条

　

この法人が解散（合併又は破産による解

散を除く。）したときに残存する財産は、法第１１

条第３．項に規定する法人のうちから総会において

議決したものに譲渡する。

（公告の方法） （公告の方法）



第４９条

　

この法人の公告は、この法人の掲示場に

掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、法

第２８条の２第１項に規定する貸借対照表の公告に

第４９条

　

この法人の公告は、この法人の掲示場に

掲示するとともに官報に掲載して行う。

ついては、この法人の主たる事務所の公衆の見やす

い場所に掲示する方法により行う。

１

　

この定款は、東京都知事の認証のあった日（令 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

和

　

‘

　

年

　　

月

　　　

日） から施行する。




